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今年もパークゴルフ大会が開催されました …２　健康管理講座の募集 …２　１１月は「ねんきん月間」です…３
各種届書は仙台広域事務センターへ郵送をお願いします …４　街角の年金相談センター秋田（オフィス）をご利用ください！…４
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます…５　社会保険料の納付には口座振替をご利用ください…５
秋田県の喫煙率（男性）は全国で４番目に高いのはご存じですか…６・７
秋田県商工会連合会と健康経営の普及促進に向けた協定を締結…８



2／社会保険あきた／30年10･11月 社会保険あきた／30年10･11月／3

秋田県社会保険協会からのお知らせ 日本年金機構からのお知らせ

ねん ん月間きねん ん月間き
年 金 保 険 料 、 納 め て い ま す か ？
こ の 機 会 に 年 金 加 入 状 況 の 確 認 を ！

です

日本年金機構は厚生労働省と協力して11月を「ねんきん月間」と
位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を行います。

11月は

いいみらい

11月30日は

年金の日

「ねんきん月間」の取組内容

○ 市区町村役場、大学、祭事会場、商業施設など、
　全国各地のさまざまな場所で、年金事務所職員などによる
　出張年金相談を行います。
○ 大学や高校などで、学生向け年金セミナーを実施します。
○ 「わたしと年金」エッセイの優秀作品を発表します。
　（日本年金機構ホームページ上）
○ 国民年金保険料の納付案内を積極的に実施します。

詳しくは「ねんきんネット」で検索

ねんきんネット

スマートフォンはこちら！

検　索

今年もパークゴルフ大会が
開催されました

本荘大会（八塩いこいの森パークゴルフ場）にて

　このような「健康づくり」のための大会は、秋田県社会保険協会
会員及び社会保険委員の皆様の健康増進と親睦を図ることを目的と
して、当協会各支部と各地区社会保険委員会の共催で、毎年開催さ
れています。
　ここ本荘地区では、昨年に続きパークゴルフ大会が９月29日に開
催されました。天候にも恵まれ、終始賑やかに好プレイ珍プレイが
繰り広げられました。

本荘大会（八塩いこいの森パークゴルフ場）にて

メタボリックシンドローム
喫煙・メンタルヘルス

食生活による疾病予防
食事と健康

肩こり・腰痛の予防改善
リフレッシュ体操

『油断大敵！
　　　　内臓脂肪』

『バランスよく
　　　　食べよう』

『自分を知ろう
　　健康チェック』

　被保険者や被扶養者の方々の健康づくりをサポートするた
め、健康づくりに関する講習会を実施しています。
　都合の良い日時に、ご希望の講師が職場又はご用意された
会場へお伺いしますので、職場研修等にご利用ください。

お問い合わせ・申し込みは　　一般財団法人 秋田県社会保険協会　　　018-831-6205　FAX 018-832-3681

講座の主な実施内容（１時間程度）

健康管理講座の募集無料
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4／社会保険あきた／30年10･11月

日本年金機構からのお知らせ

社会保険あきた／30年10･11月／5

各種届書は仙台広域事務センターへ郵送をお願いします

街角の年金相談センター秋田（オフィス）をご利用ください！

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

社会保険料の納付には口座振替をご利用ください
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6／社会保険あきた／30年10･11月 社会保険あきた／30年10･11月／7

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ



6／社会保険あきた／30年10･11月 社会保険あきた／30年10･11月／7
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8／社会保険あきた／30年10･11月 社会保険あきた／30年10･11月／9

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

遺族年金受給中の氏名変更について

Ｑ 　現在、わたしは遺族年金を受給しております。婚姻前の
旧姓に戻しましたが、何か手続きは必要でしょうか。
　また、今後手続きが必要となる場合はありますか。

Ａ　　　　平成30年3月5日以降、個人番号が登録されて　　　いる年金受給権者の氏名に変更があった場合に
は、原則として氏名変更届の提出が不要となりました。
　氏名変更を行った後で、「氏名変更のお知らせ」等
を送付して、年金証書の差替えや年金口座の変更が必
要となる場合があることお知らせいたします。
　なお、遺族年金の受給者については、氏名変更の理
由によっては遺族年金を受給できなくなる場合があり
ます。遺族年金失権届、遺族年金受給権者氏名変更理
由届を送付いたしますので、どちらか一方を提出して
いただく必要があります。
　あなたの場合、婚姻前の旧姓に戻したとのことです
ので、遺族年金の失権には該当しませんが、戸籍謄本
等、氏名変更の理由を明らかにする書類を添付いただ
き、「遺族年金受給権者氏名変更理由届」を提出して
ください。
　また、以下の事由に該当した場合（※)、遺族年金を

受け取る権利がなくなります。
　この場合、該当した日から10日以内（遺族基礎年金
のみ及び寡婦年金の受給者は14日以内）に「遺族年金
失権届」のお手続きが必要です。
　①　亡くなった
　②　婚姻した（事実上の婚姻関係を含む）
　③　養子縁組をした（直系血族又は直系姻族の養子
　　　となったときは除く）
　④　離縁（養子縁組の解消）した
　⑤　障害の状態が回復した
　⑥　胎児が出生した
※該当の事由は、受給者の続柄により異なります。
（妻①～③　夫①～③および⑤　子①～⑤
　父母・孫・祖父母①～⑥）
※妻および夫が受給する遺族基礎年金は、生計を同じ
　くしているすべての子が①～⑤いずれかに該当した
　場合も、受給権がなくなります。

「
第
１
０
０
回
甲
子
園
大
会
に
想
う
」

・共済組合等や企業年金の氏名は自動的に変更されないため、共済組合等や企業年金への氏名変更届の手続きが必要です。
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第179回　炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎・クローン病）について
　いまだ原因がはっきりとわかっておらず、一般的に完治は難しいといわれている消化管の病気はご存じ
ですか？症状が出ていても重い病気と気づかず治療が遅れるケースもあります。
　今回は炎症性腸疾患のなかでも、主に潰瘍性大腸炎とクローン病についてお伝えします。

★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（年金全般に関する相談）

年金についての相談やお問い合わせ先

平成30年11月 平成30年12月
日 月 火 水 木 金 土

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

一般財団法人秋田県社会保険協会

日 月 火 水 木 金 土

6

13

20

27

7

14

21

28

5

12

19

26

1

8

15

22

29

2

9

16
23
　 30

24
　 31

3

10

17

4

11

18

25

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

5

12

19

26

4

11

18

25

6

13

20

27

7

14

21

28


